
No. 委員会 面談 研修 調査 内　容 備考

1 4 日 １
・青梅市いじめ防止基本方針の確認
・学校いじめ防止基本方針等の確認
・重大事態の判断

上P.8～14
上P.69～82

2 15 日 2
・いじめの定義の正しい理解
・いじめの認知と教職員の意識向上
・教職員の組織的対応

上P.37 下P72
上P.23 下P76

3 ５月 13 日 1 SC面談（１年生） ※「心のパスポート」の活用 全生徒配布

4 17 日 SC面談（１年生） 1 いじめアンケート調査6/20～6/30実施、対象期間4/1～5/31

5 27 日 2 SC面談（１年生） いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

6 1 日 3 SC面談（１年生）

・いじめ対策委員会によるアンケート結果情報共有
・全職員による子どもの状況把握
・学校サポート連絡協議会

上P.23
下P.76

7 8 日 4 SOSの出し方に関する教育（SCによる全校生徒対象）
上P.44～54
下P.82～85

8 18 日 ３ 校内研修会（方針の見直し）

9 1 日 ４
・青梅市いじめ防止基本方針の再確認
・学校いじめ防止基本方針の再確認

上P.8～14
上P.69～82

10 20 日 ２ いじめアンケート調査9/20～9/30実施、対象期間6/1～8/31

11 26 日 5 いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

12 １０月 3 日 6
・いじめ対策委員会による情報共有
・全職員による子どもの状況把握
・学校サポート連絡協議会

上P.44～54
下P.84～97

13 20 日 3 いじめアンケート調査11/20～11/30実施、対象期間9/1～10/31

14 28 日 7 いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

15 5 日 8
・いじめ対策委員会による情報共有
・全職員による子どもの状況把握

上P.44～54
下P.84～97

16 12 日 9 いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

17 19 日 ５ 加害の子供の行為の重大性の程度に応じた指導例 上P.59、60

18 13 日 10 いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

19 17 日 11 道徳授業地区公開講座（いじめを許さない指導） 下P.104

20 20 日 12
・いじめ対策委員会による情報共有
・学校サポート連絡協議会

上P.44～54
下P.84～97

21 3 日 4 いじめアンケート調査2/20～2/28実施、対象期間11/1～1/31

22 10 日 13 いじめ対策委員会による情報共有
上P.44～54
下P.84～97

23 3 日 14
・いじめ対策委員会による情報共有
・全職員による子どもの状況把握

上P.44～54
下P.84～97

24 10 日 ６ 校内研修会（年度末評価） 上P.112

吹上中学校いじめ総合対策　年間計画

会議：職員会議等、委員会：いじめ対策委員会、研修：いじめ防止校内研修、調査：いじめアンケート調査

時期

４月

6月

９月

１１月

２月

７月

１２月

１月

３月

※備考欄のページは、「『いじめ総合対策』【第二次一部改訂】上巻（学校の取組編）および下巻（実践プログラム
編）令和３年２月　東京都教育委員会」のページ数を示す。

※いじめ防止校内研修は、職員会議等の時間を活用し、計画的・効率的に行う。また、年間３回以上、６０分程度の時
間を確保して、いじめ防止に特化した研修を行う。


